
山梨県私立高等学校通信制課程の設置等の認可に係る審査基準 

 

（趣旨） 

第１条 通信制の課程を置く私立高等学校（以下「実施校」という。）の設置及び廃

止、課程及び学科の設置及び廃止に係る学則変更、通信教育を行う区域に係る学則

変更、面接指導等実施施設及び学習等支援施設（以下「通信教育連携協力施設」と

いう。）に係る学則変更、収容定員に係る学則変更並びに設置者の変更に係る認可

については、学校教育法(昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）及び高等

学校通信教育規程（昭和37年文部省令第32号。以下「規程」という。）その他関係

法令によるほか、次の基準によって審査する。 

（名称） 

第２条 実施校の名称は、その目的にふさわしいものであり、かつ、既存の国公私立

高等学校と同一又は紛らわしいものであってはならない。 

（自己評価等） 

第３条 実施校は、その教育水準の向上を図り、当該実施校の目的を実現するため、教育

活動その他の学校運営の状況について自ら適切な項目を設定し、当該項目の点検及び評

価を行い、その結果を公表するとともに、当該実施校の設置者に報告しなければならな

い。 

（情報の積極的な提供） 

第４条 実施校は、その教育活動等について、広く周知を図ることができる方法によ

って、積極的に情報を提供するよう努めなければならない。 

（立地条件） 

第５条 実施校の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なもの

であり、かつ、その役割を十分に果たすことが期待されるものでなければならな

い。 

（通信教育の方法等） 

第６条 通信教育は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行わなければならな

い。 

２ 通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを

利用した指導等の方法を加えて行うことができる。 

３ 添削指導は、実施校の教員が直接行わなければならない。 

４ 面接指導及び試験は、実施校の本校、規程第３条に規定する面接指導等実施施設

において行うことができる。 

５ 同時に面接指導を受ける生徒数は、少人数とすることを基本とし、４０人を超え



てはならない。 

（通信教育を行う区域） 

第７条 実施校の通信教育を受ける生徒の住所が、山梨県のほか、２以上の都道府県

に及ぶ場合は、当該都道府県の意見等を踏まえ、その必要性が特に認められるもの

でなければならない。 

２ 通信教育を行う区域は、実施校の本校又は通信教育連携協力施設への通学に支障

のない範囲で定めなければならない。 

（通信教育連携協力施設） 

第８条 実施校の設置者は、当該実施校の行う通信教育について連携協力する通信教

育連携協力施設として面接指導等実施施設、学習等支援施設を設けることができ

る。この場合において、設置者は、当該通信教育連携協力施設の設置者との協力、

連携を十分に図り、生徒の修学に支障がないよう努めなければならない。 

２ 実施校の設置者は、当該通信教育連携協力施設が他の設置者の設置するものであ

るときは、その連携協力内容について当該施設の設置者との間であらかじめ文書によ

り同意を得なければならない。（面接指導等実施施設） 

第９条 面接指導等実施施設は、通信教育を行う区域内において面接指導又は試験等

の実施について連携協力を行う。 

２ 面接指導等実施施設は、本審査基準が定める実施校の本校の施設・設備に関する

各基準（第１４条を除く。）を満たすとともに、本校と同様な教育環境を確保し、

適切に連携協力を行うことができるものでなければならない。 

３ 面接指導等実施施設は、実施校の分校又は協力校であることを基本とする。ただ

し、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、大学、専修学校、指定技

能教育施設（法第５５条の規定による指定を受けた技能教育のための施設をい

う。）その他の学校又は施設を面接指導等実施施設とすることができる。 

４ 前項に規定する協力校とは、実施校の行う通信教育について連携協力を行うもの

として設置者が定めた高等学校をいう。 

 

（学習等支援施設） 

第１０条 学習等支援施設は通信教育を行う区域内において、生徒の進路選択及び心

身の健康等に係る相談、添削指導に附帯する事務の実施その他の学習活動等の支援

について連携協力を行う。 

２ 学習等支援施設の施設及び設備等は、教育上及び安全上支障がないものでなけれ

ばならない。 



 

（収容定員） 

第１１条 実施校の通信制の課程に係る収容定員は、教員及び職員の数その他教職員

組織、施設、設備等を踏まえ、適切に定めるものとする。 

２ 収容定員は、生徒数の将来の見込み、既存の高等学校の収容定員の状況等を考慮

した適正な規模とする。 

（教諭等及び事務職員の数） 

第１２条 実施校において通信制の課程に関する校務を整理する専任の教頭並びに通

信教育を担当する教諭の数は、５人又は当該課程に在籍する生徒数（新たに設置す

る通信制の課程にあっては、当該課程に在籍する生徒の見込数）を８０で除して得

た数のうちいずれか大きい方の数以上とし、かつ教育上支障がないものとする。 

２ 前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は

講師をもってこれに代えることができる。 

３ 実施校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼

ねることができる。 

４ 実施校において通信制の課程の事務に従事する専任の事務職員は、次の各号に掲

げる数を基準とする。 

① 生徒数３００人以下２人 

② 生徒数３０１人～５，０００人２人に、生徒数が３００人を超えて４００人を

増すごとに１人を加えた数 

③ 生徒数５，００１人以上１４人に、生徒数の増加に応じ、相当数を加えた数 

（施設及び設備の一般的基準） 

第１３条 実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切な

ものでなければならない。 

（校舎の面積） 

第１４条 通信制の課程のみを置く高等学校（以下「独立校」という。）の校舎の面

積は、１，２００㎡以上とする。ただし、次条第４項の規定により、他の高等学校

の教育の用に供する施設を兼用する場合又は地域の実態その他に特別の事情があ

り、かつ、教育上支障がない場合はこの限りでない。 

（校舎に備えるべき施設） 

第１５条 実施校の校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。 

① 同時に面接指導を行う学級数以上の普通教室 

② 特別教室 

③ 図書室、保健室 



④ 職員室 

２ 前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えなけ

ればならない。 

３ 全日制の課程を併置する実施校における第１項第１号から第３号に掲げる施設に

ついては、当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程で行う教育の用に供する

施設を兼用することができる。 

４ 独立校における第１項第２号及び第３号に掲げる施設については、当該独立校と

同一の敷地内又は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の高等学校の教育の用に

供する当該各号に掲げる施設に相当する施設を兼用することができる。 

（運動場） 

第１６条 実施校には、教育上必要な面積及び設備を備えた運動場を備えなければな

らない。ただし、全日制の課程を併置する実施校にあっては、全日制の課程の運動

場（体育館等を含む）を兼用することができる。 

（校具、教具及び設備） 

第１７条 実施校には、設置する学科、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安

全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。 

２ 実施校には、学校の規模に応じて、保健衛生上必要な給水設備を備え、その水質

は衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。 

３ 実施校には、学校の規模に応じて、防火及び消火に必要な設備を備えなければな

らない。 

４ 前各項の校具、教具及び設備は、常に改善し、補充しなければならない。 

（施設等の所有） 

第１８条 校地、校舎、設備等は、原則として自己所有であり、かつ、負担附（次条第１項

第２号に規定する借入金に係る担保を除く。）でないものでなければならない。ただし、

特別な事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合で、次の各号に該当するとき

は、この限りでない。 

① 校地又は校舎について、国、地方公共団体等から借用等をする場合 

② 校地（校舎の敷地部分を除く。）、校舎（実施校の本校を除く。）を長期間

（おおむね２０年以上とする。）の契約により借用する等長期にわたり安定して

使用できると認められる場合 

③ リース契約による借用が常態となっている設備を借用する場合 

（設置経費及び経常経費） 

第１９条 学校の設置に係る経費は、原則として全額を設置しようとする者の自己資

金によらなければならない。ただし、学校運営上支障がなく、次の各号のすべてを



満たす場合は、この限りでない。 

① 負債額が設置経費の３分の１以内であること。 

② 日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人山梨県私学教育振興会又は確実な金融

機関等が行う貸付による負債であること。 

③ 適正な償還計画があり、学校設置後の各年度の償還額（元利合計）が完成年度相当年

数経過後の当該学校に係る年間事業活動収入の５分の１以内であること。 

④ 設置しようとする者の総負債額が総資産の３分の１以内であること。 

２ 学校を設置しようとする者は、特別な事情がある場合を除き、開設年度の経常経

費について必要な運用資金を保有していなければならない。 

３ 開設年度から少なくとも２年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立

てており、授業料、入学金等現金の経常的収入その他の収入で収支の均衡を保つこ

とが可能であると認められるものでなければならない。 

（既に学校を設置している者の実施校新設） 

第２０条 既に他の学校を設置している者が実施校を新たに設置する場合において

は、第２条から前条までの規定を準用する。ただし、既に設置している他の学校の

管理運営について次の各号のすべてを満たさなければならない。 

① 法令、寄附行為等により適正に管理運営されていること。 

② 役員間により訴訟その他の紛争がないこと。 

③ 借入金の償還が適正に行われていること及び公租公課の滞納がないこと。 

④ その他適正を期しがたいと認められる事実がないこと。 

（課程、学科の設置） 

第２１条 実施校の課程及び学科の設置については、第５条から第１７条までの規定

を準用する。 

（通信教育を行う区域の変更） 

第２２条 通信教育を行う区域の変更については、第５条から第１７条までの規定を

準用する。 

（面接指導等実施施設の設置） 

第２３条 面接指導等実施施設の設置については、第５条から第１７条までの規定を

準用する。 

（収容定員の変更） 

第２４条 実施校の収容定員の変更については、第５条から第１７条までの規定を準

用する。 

２ 収容定員を増加する場合は、生徒数の将来の見込み、既存の高等学校の通信制の

課程の収容定員の状況等を考慮するものとする。 



（設置者の変更） 

第２５条 実施校の設置者の変更については、第２条から第１７条までの規定を準用

する。 

２ 変更後の実施校は、従前の実施校との同一性を有するものでなければならない。 

（実施校の廃止等） 

第２６条 実施校の廃止、課程及び学科の廃止並びに面接指導等実施施設の廃止につ

いては、次の各号のすべてを満たさなければならない。 

① 在籍する生徒及び教職員について、適切に措置されていること。 

② 指導要録等の保管が確実であること。 

③ 校地、校舎、設備等の処置が適切であること。 

 

附則 

１ この基準は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この基準の施行の際、現に設置されている実施校は、この基準に適合するよう努め

なければならない。 

 

附則 

この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附則 

この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附則 

１ この基準は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この基準の施行の際、現に存する高等学校の通信制の課程のうち、通信制の課程

に関する校務を整理する専任の教頭並びに通信教育を担当する教諭の数について

は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合に限り、令和７年３月３１日

までの間は、第１２条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができ

る。 


